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１．はじめに	 

1972 年に世界遺産条約が採択されたのち、国際的

な遺産保護は地域社会・コミュニティとの役割や参

加に対する考え方を深めてきた。1980 年代後半から

1990 年前半には、無形文化遺産の国際的な保護の端

緒ともなった「伝統的文化及び民間伝承の保護に関

する勧告」の UNESCO 総会採択１）、国連環境開発会議
２）の成果文書の一つとしての「アジェンダ 21」の採

択、先住民の権利や文化とも深い関わりをもった「生

物多様性条約」の署名開始などが行われ、先住民を

含む地域社会・コミュニティと遺産保護の関わりが

一層高まることとなった。	 

こうしたなかで、1992 年の世界遺産条約履行のた

めの作業指針（オペレーショナル・ガイドライン）

改訂に伴って、世界遺産条約に新たに導入された文

化的景観	 （cultural	 landscape）のカテゴリーは、

「地域社会」や「持続可能な開発」に象徴される国

際的な潮流のなかで重要な遺産概念として位置づけ

られることとなった。そして、現在でも文化的景観

は生活・生業と関連し、社会形成とも密接な関わり

を有する遺産として、遺産保護に対して、多くの可

能性と課題を提起している。	 

	 さて、文化的景観を「歴史的都市景観（HUL）」と

農業３）を中心に形成された「農業景観」に大別した

場合、前者は周辺の開発圧力による価値の損失や遺

産の破壊が大きな危機として位置づけられる。こう

した問題については、すでに2005年の「ウィーンメ

モランダム」４）や「歴史的都市景観に関する勧告」
５）等において詳細に検討され、国際的な価値と保護

に対する考え方が議論され、まとめられてきた。	 

	 他方で、農業に結びつく文化的景観は、過疎化に

象徴される社会変化によって、耕作者の減少、耕作

放棄、また経済性追求のなかでの伝統的栽培種の衰

退等に代表される危機に瀕している。こうしたサイ

トでは、現代社会が直面する社会的な閉塞感と同期

するかたちで、生業維持の難しさ、地域で継承され

てきた景観の保護の困難さに直面している。	 

	 だが、こうした課題をいかにして解決するのかは

農業に関する文化的景観、遺産保護にとって根幹的

な課題であるものの、十分な蓄積がない状況にある。

そして、文化遺産という枠組みでの景観の保護にと

どまらず、持続可能な地域社会の構築や祭礼や地縁

組織の維持とも関連し、地域に根ざした伝統文化の

継承などとも連動するものである。	 

	 そうしたことを踏まえ、本論文では遺産保護とい

う枠組みを超えて、広範かつ多様な領域にわたった

取組が必要とされる農業に関する文化的景観に関す

る国際的な動向について、保護・継承に関する可能

性と課題を政策・施策レベルとフィールドレベルの

両面から論じる。	 

 
２．農業に関する文化的景観保護と関連議論・施策	 

	 	 の分析	 

（１）各種国際機関の農業景観保護をめぐる動き	 

	 遺産保護以外の関連する国際的政策・施策の動向

と課題について、文化遺産としての文化的景観保護

との関連から考察した。関連する機関は図１のよう

に位置づけられ、それぞれの機関の動向について整

理・分析を行うこととし、とくに、EUなどにおける

先進国の農業政策の枠組、また経済協力開発機構

（OECD）等に代表される農業経済の動向、国連環境

計画（UNEP）などの生物多様性保護のための農業保

護に関する動向に着目して論じた。	 

	 農業の役割を生産のみに限定しない多面的機能と

いう考え方が普及して以来、農業景観の保護はさま

ざまな分野の関心となってきており、加えて、21世

紀に入ると自然保護や生物多様性保全分野において

も、生物多様性条約の枠組みなどを通じて、経済と

の関係が活発に議論されるようになった。「生態系と

生物多様性の経済学」（TEEB）がその一例である。こ
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うした結果、社会（とくに経済界）の関心喚起も含

めて成功を収め、「生態系サービスへの支払い」とい

う考え方も普及したことが明らかになった。	 

	 また、OECD や FAO の議論を受け、先進諸国（EU

（EC）・アメリカ・日本など）では、国内施策として

も耕作条件不利地域や環境配慮型農業に対する補助

金施策を設け、農業に関する文化的景観を含む農業

景観の保護にとって重要な役割を果たしている。と

くに EU における共通農業施策（CAP）は、農業施策

のための補助金を農村開発（環境・農村文化保全を

含む）と連動させていることで特筆される。EU は、

農家の収入補填としての直接補助から、こうした農

村環境改善・保全を目的とした補助へと重点施策を

移行しており、各加盟国に対しても補助金の比率を

変えることで、政策的な誘導を図っている。こうし

た取組が、農業に関する文化的景観保全に果たして

いる役割は大きく、次章で指摘するように、世界遺

産推薦書や登録時の ICOMOS 勧告などにおいても、そ

うした施策活用による文化的景観保護の重要性が多

く示されている。	 

（２）農業景観保護をめぐる具体的事例の検討	 

	 サイトレベルで進められている２つの具体的プロ

グラムの分析を行った。ひとつが、FAO を中心に進

められている世界重要農業遺産システム（GIAHS）で

あり、もうひとつが国連財団を中心に進められてい

る保護地域保全のためのコミュニティマネジメント

（COMPACT）イニシアティブである。	 

	 GIAHS 及び COMPACT は、ともに社会環境の改善に

寄与することを目的としている。また、世界銀行と

国連開発計画（UNDP）によって運営さ

れる地球環境ファシリティ（GEF）の

小規模融資プログラムの資金を活用

し、それに関連する国や機関の共同出

資を合わせることで資金調達がなさ

れている。こうした予算は世界遺産基

金（WHF）の年間予算と比べても、対

事業規模では大きな予算であるとい

える。加えて、GIAHS、COMPACT ともに

さまざまな国際機関の連携のうえに

なりたっており、生物多様性条約、世

界遺産条約との関係性を深く意識し、

MAB-BR も念頭に置かれている。そうし

たなかで、貧困削減や持続可能な開発

という国連全体の目標（ミレニアム開

発目標（MDGs）など）を意識した取組

となっている。	 

	 ただし、GEF が関連するなかで、文化の多様性や

文化遺産保護という視点よりも、生物多様性保全、

自然保護という観点が強くなっている。後者が、す

でに多くの評価指標や理論が検討され、社会的関心

をひきつけやすい一方で、農業に関する文化的景観

を含む文化遺産保護はそうした観点の蓄積が不十分

であるかもしれない。農業に関する文化的景観保護

において、より充実した制度的、資金的基盤を整え

ていくためには、遺産保護という枠組みを超えて、

国際的なフレームワークや施策に関与していくため

の基盤を蓄積していくことが重要であると位置づけ

た。	 

 
３．農業に関する文化的景観としての世界遺産	 

（１）世界遺産として登録された農業に関する文化	 

	 	 	 的景観	 

	 世界遺産に登録されている農業に関する文化的景

観において、国際機関や推薦国政府によって捉えら

れている遺産に対する脅威と将来像について分析を

行った。第 36 回世界遺産委員会（2012 年）までに

世界遺産に文化的景観として登録されたものは 76

サイトあるが、そのうち、農業に関する文化的景観

は 24 サイト存在する（表１）。これらのサイトにお

いて、脅威とそれらを踏まえた遺産の将来像につい

て、推薦国からの推薦書、登録時のICOMOS 勧告、そ

の後の保全状態報告（SoC レポート）、定期報告など

から整理・分析を行った。	 

（２）農業に関する文化的景観にとっての脅威	 

図１	 農業景観保護に関する国際機関の位置づけ	 
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	 それぞれのサイトにおける脅威を整理した結果、

農業に関する文化的景観保護において認識されてい

る脅威としては以下の５点にまとめられた。	 

１）経済的収入や社会的基盤の脆弱さ・不十分さ	 

２）伝統農法の衰退	 

３）観光圧力・マネージメント	 

４）生産物価格の下落	 

５）開発の圧力	 

６）自然災害・気候変動	 

	 １や２は途上国において顕著にみられ、４、５は

先進国において著しい減少である。また、伝統農法

の問題などは決して途上国に限った問題ではないと

思われるが、アフリカやアジアの途上国におけるサ

イトではとくにそれが重視される傾向が強い。	 

（３）農業に関する文化的景観保護の展望	 

	 また、こうした脅威を解消、あるいは低減させて

いくために指摘されている点は、以下の４点に大別

することができた。	 

１）生活の改善とそのための方策	 

２）地域における有形・無形の文化の保護と活用	 

３）農産物の価値の向上と資金的なインセンティ	 

	 	 ブの付与	 

４）地域社会や消費者の参加	 

	 農業に関する文化的景観は耕作条件が悪い土地で	 

あることも多く、近代的な農法や土地改良との狭間	 

	 

で、文化的景観を保護しつつ、いかに農家が生活で

きる環境を構築していけるかが重要な課題として認

識されているといえる。また、あわせて、農業に関

する文化的景観の基盤である有形・無形の文化をい

かにして守るかという点も掲げられている。生産の

対価として、十分な収入や生活の質が得られるかど

うかを農業に関する文化的景観保護における重要な

指標のひとつとして考えていく必要があろう。	 

	 そして、先進国と途上国のあいだでは、農業に関

する文化的景観が抱えている脅威も、またその解決

手段も大きく異なる。それは、前述の整理の中でも

明瞭に指摘できる。	 

	 すでに前章でも指摘したように、先進国の場合は、

農業の多面的機能と自然環境への寄与など、耕作条

件不利地域の役割に対する理念的基盤が共有され、

公的資金による補助制度も確立されている。そうし

たことから、それを基盤に、より充実した景観保護

へと導くことで農業に関する文化的景観保護も図ら

れていく。	 

	 他方で、途上国の場合は、そもそもの社会システ

ムにも脆弱な点があり、耕作条件が比較的良好な地

域ですら、耕作環境は十分とはいえない。そうした

なかで、一層条件が厳しくなる文化的景観地域の保

護は困難を極めていることを本章でも指摘した。都

市部の発展が著しい一方で、その格差も広がり続け、

表１	 世界遺産登録された農業に関する文化的景観（〜2012 年：第 36回世界遺産委員会）	 
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先進国とは異なる戦略が必要な状況にある。	 

	 

４.農業に関する文化的景観の保護施策の展開と課題	 

―世界遺産「フィリピン・コルディリェーラの棚	 

	 	 田群」を事例として	 

（１）対象地域の概要と研究の背景・目的	 

	 フィリピン共和国イフガオ州は６州１特別市によ

って構成されるコルディリェーラ自治地域（C	 

AR）のうちの１州であり、「イフガオ族」と呼ばれ

る少数民族が居住する（図２）。地域の主たる生業

は棚田での稲作であり、急傾斜地に広がる棚田は「天

国への階段（Stairways	 to	 Heaven）」とも称され、

伝統的な農事暦にしたがって栽培が行われてきた。	 

	 マニラから北へ400Km	 離れた山岳地帯であるため、

同国の中でも貧困地域のひとつとして位置づけられ

ている６）。他方で、前述のイフガオの棚田はフィリ

ピンを象徴する景観のひとつでもあり、同国紙幣に

も印刷されている。これを目当てに国内外から多く

の観光客が当地を訪れ、棚田は単なる食料生産の場

のみならず、地域の重要な観光資源ともなっている。

そのため、観光は近年では観光産業は地域社会に現

金収入をもたらす重要な産業として存在感を示して

いる。	 

	 「フィリピン・コルディリェーラの棚田群」は、

1995年に農業に関する文化的景観として初めて世界

遺産に登録された。だが、耕作放棄等が進行したこ

とから、2001年に危機遺産リストへの掲載がなされ、

その後さまざまな取組を経て、一定の進捗がみられ

たことから 2012 年に危機遺産リストからは解除さ

れている。	 

	 文化的景観が国際的な保護対象として捉えられた

ことで、世界遺産登録がなされ、また遺産としての

危機が見なされ、そして危機を克服するための取組

などが国際的にも国内的にも行われてきた。「フィリ

ピン・コルディリェーラの棚田群」はそうした蓄積

を積み重ねた国際的にも重要な地域として理解され

る。こうした点を踏まえ、本章では、イフガオの棚

田を事例とし、棚田の変遷、国際的・国内的な保護

の変遷、そして地域社会の捉える景観といった観点

からの検討を行い、農業に関する文化的景観の保護

の在り方についてフィールドレベルでの取組という

観点から分析した。	 

（２）世界遺産地域における棚田とインフラスト	 

	 	 	 	 	 	 ラクチャーの変化に関する分析	 	 

	 同資産として世界遺産へ記載されている５箇所の

世界遺産地域（クラスター）を包含する４つの市を

対象とし、棚田やインフラストラクチャー（道路等）

を中心とした土地利用の変化に関して分析をおこな

い、対象地域をとりまく物理的な環境の変化につい

て明らかにした。	 

	 そのため、1947〜1953年、1979年、2010年の各年

代の情報が反映された旧版地図及び衛星写真７）を対

象とし、ESRI	 ArcGIS	 ver.10.0を用いて、測地系補

正及び分析地図作成を行った。これにより経年比較

を可能とした。こうした分析の結果として、棚田の

減少は20世紀第４四半期に顕著に生じたことが明ら

かになった。	 

	 また、あわせてフィリピン統計事務所（NSO）によ

る職業構成に関する統計データの分析から、1980

年調査と 1995 年調査の労働人口における職業

構成をみると、農業人口は大きく変化していな

いものの、労働人口の増加に伴って観光業を含

むサービス業/小売業が大幅に増加しているこ

とがわかった。加えて、1995 年実施から 2007 年

実施の各統計調査の間に、労働人口の増加の一方で

農業人口は大幅に減少していることが指摘できた。	 

（３）国内外の諸制度・施策による「保護」の変遷	 

	 	 	 に関する分析	 

	 イフガオの遺産保護をめぐる国際的、国内的施策

の変遷を各種文書等に基づき分析した。その結果、

保護制度・プロジェクトの在り方やステークホルダ

ーの関わりから、以下の３段階に分けられることが

明らかになった。	 

第Ⅰ期：棚田の国宝指定８）（1973 年）〜世界遺産	 

	 	 	 	 登録（1995 年）	 図２	 対象地域位置図	 	 
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第Ⅱ期：世界遺産登録〜危機遺産リスト掲載（2001	 

	 	 	 	 年）	 

第Ⅲ期：危機遺産リスト掲載〜現在	 

	 文化遺産としての棚田の保護が実効化するのは第

Ⅱ期以後である。その段階でも国際的な支援も含め

てさまざまな取組が行われていたが、保護機関が

国・州を中心としていたために、持続可能な成果を

あげていない。その後のフィリピンにおける地方分

権の潮流とも呼応し、特に危機遺産リスト掲載後、

取組は地元政府や NPO	 を主軸としたものとなる。ま

た、多くの国際的なプロジェクトや資金支援（多国

間／二国間／民間）なども行われるようになった（図

３）。	 

	 このように、第Ⅰ期〜第Ⅲ期の諸段階は地元政府

やコミュニティの参加の過程として位置づけること

ができ、地域の参加によって効果的な遺産保護が果

たされてきた過程を明らかにすることができた。一

連の過程は、リビング・ヘリテージの保護における

地元政府を主体とした保護体制、地元住民や NGO の

役割を考えるうえで重要なものである。	 

（４）住民参加型写真撮影調査による地域住民に	 

	 	 	 とっての「景観」の分析	 

	 観光客や保護プロジェクト組織などに代表される

多様なアクターによって、地域外部からのさまざま

な視線が、地域社会に対して向けられるなかで、景

観の担い手である地域住民はいかにして自分の生活

圏の「景観」を認識しているのか。こうした問題は、

遺産保護の現状と将来像を考えるうえで重要な事項

である。しかし、棚田や周辺環境の変化も含め、現

在の景観やそれらの近現代における直接的変化に対

して実証的にアプローチした調査分析はこれまで限

られていた。	 

	 そこで、地域住民の視点における景観と世界遺産

に象徴されるグローバルな視点からの景観の違いを

明らかにするため、写真撮影法を用いて農家を中心

とした地域住民の景観認知について調査を行い９）、

その結果をもとに考察した。	 

	 その結果、地元住民における景観はローカルな伝

統知識と密着に結びついていることを明らかにでき、

文化的景観の保護においてはそうした有形・無形の

要素全体の保全が重要性であることを指摘した。	 

（５）小結	 

	 途上国における限られたリソースと厳しい社会的

状況下において、地域のアイデンティティでもある

棚田景観や伝統文化の保護に対して、世界遺産シス

テム、とくに危機遺産登録とそれに伴う資金メカニ

ズムが果たした役割は大きい。それがフラグシップ

となり、多くの国際的な資金も集まり、地元を中心

とした保護体制も確立された。これは地元政府やNGO

の大きな成果であるとともに、世界遺産システムの

大きな成果として理解することができる。	 

	 世界遺産であるが、そうしたブランドに依存する

図３ 対象地域の保護に関するステークホルダーの変遷と関係性 
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ことなく、地元 NGO を中心に伝統知識の普及や棚田

の保護のための保護への取り組みがなされ、十分に

効果を発揮していることは重要であり、写真調査に

よる分析でも、伝統知識に基づく地元住民の景観認

識を明らかになった。保護のための資金を集めるフ

ラグシップとして世界遺産と地元のアイデンティテ

ィとしての地域景観の調和された保護体制は国際的

にも示唆に富んだ保護体制であると考える。	 

	 他方で、持続可能な保護をめぐっては、伝統知識

や棚田保護の普及啓発のための継続的な取組が必要

であり、そのための資金確保も課題として残る。さ

らに、地域の生活レベルの向上と農家の持続のなか

では根本的な課題もまだ残されている。しかし、そ

れでも国際社会からさまざまな資金を集め、地域社

会に伝統知識を継承していくための体制づくりに貢

献したという点で、世界遺産登録、また一時期の危

機遺産リスト入りは有意であったと考えられ、それ

こそ遺産としての保護が社会システム全体の問題と

直結する農業に関する文化的景観においては、世界

遺産条約等の国際的なフラグシップが果たしうる最

大の役割であると本章を通じて結論づけた。	 

	 

５．結語	 

農業経済や生物多様性の議論は大きな意義はある

ものの、それを支える資金的基盤が不可欠である。

生物多様性条約が政府間会議（COP）決議で求めてい

るような資金的基盤の拡大の必要性もここに結びつ

くであろう。新興国を除く途上国において、いかに

して農業に関する文化的景観を支えていけるのかは、

今後の重要な課題である。	 

しかし、小さな動きとして、世界遺産をフラグシ

ップのひとつとしたいくつかのプログラム、イニシ

アティブの存在は注目する必要がある。第２章で指

摘した GIAHS は、イフガオでも事業が実施されてい

る。これらは、世界銀行及びUNDP の出資による GEF

など多様な資金を集めての事業であり、サイトに多

くの資金がまわっている。また、COMACT も同様のス

キームによって運営がなされ、GIAHS よりも世界遺

産サイトに特化した枠組みを有している。	 

世界遺産条約は、限られた資金のみしか、サイト

での事業に回すことは出来ていない。こうしたこと

を補完し、保護を推進する取組として、GEF を活用

した各種のプログラムは有効である。	 

イフガオの事例・経験は、こうした資金メカニズ

ムの重要性とそれが効果的な事業実施に結びつくた

めの方向性について有効な知見をもたらした。	 

	 このように、農業に関する文化的景観保護は、単

に世界遺産という枠組みのみでは保護が図れない。

先進諸国では、これを農業経済的な各種の国内施策

が補完しており、課題や限界に向きあいつつも、一

定の保護が推進されている。	 

	 他方で、途上国では、資金的な限界、社会システ

ム上の限界などもあわさり、難しい部分も多い。し

かし、文化遺産としての農業に関する文化的景観は、

文化の多様性だけでなく生物多様性など多くの枠組

みに貢献できる可能性をも含んでおり、いかにして

こうした枠組みと連携していけるのかが重要である。

イフガオの事例が示すように、世界遺産等の国際的

な仕組みを象徴的かつ効果的に活用して資金を集め、

それをもとに地元レベルでの保護の取組やプログラ

ムを軌道に載せていくことが持続可能な保護を可能

とすると結論づけられる。	 
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